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外国人数の推移と受診の特徴

1

新型コロナウィルス感染症の影響で、現在一時的な減少はありつつも、
在留外国⼈・訪日外国⼈ともに、近年その数は増加傾向である。
在留外国⼈は日本⼈と同様に、日常診療として地域の医療機関を受診する。

在留外国⼈
(万⼈)

外国⼈の分類と受診に際する特徴外国⼈数の推移

2891)

訪日
外国⼈

在留外国⼈ 日常診療
地域の医療機関

（どこの医療機関に
も受診する可能性）

観光
目的

救急診療
（急病・怪我）

観光地の医療機関
（どこの医療機関に
も受診する可能性）

医療
目的

健康診断・
先進的治療

など

外国⼈受入れに
取組んでいる

医療機関

受診理由 受診する医療機関

訪日外国⼈

在留外国⼈

訪日外国⼈
(万⼈)

１）令和２年末 法務省発表資料より https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00014.html

２）観光庁 訪日外国人旅行者数・出国日本人数より https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/in_out.html
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外国人患者受入環境整備に係る厚⽣労働省の事業
（新型コロナ対応に特化したものを除く）

6

医療通訳・外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置支援（H26～）

外国人患者受入れ医療コーディネーター養成研修（R1～）

～平成30年度 平成31（令和元）年度 令和２年度～

（１）多言語対応等、医療機関の体制整備の支援

（３）その他

電話医療通訳の利用促進（H29～ （H30～ 団体契約の利用促進））

外国人患者受入れに資する医療機関認証制度（JMIP）推進事業（H24～）

多言語説明資料
の公開（H25）

医療通訳育成カリキュ
ラム基準・テキスト作

成（H28）

希少言語に対応した電話通訳サービスの実施（R1～）

外国人患者受入れ体制を協議する場の設置・運営の支援（R1～）

地域における外国人患者受入体制モデル構築事業（H30～R2）

（２）自治体の外国人患者受入環境整備支援

外国人対応に係る医療機関向けの夜間休日相談窓口の設置・運営（R1～）

外国人対応に係る医療機関向けの平日相談窓口の設置・運営の支援（R1～）

医療機関向けマニュ
アルの公開（R1）

自治体向けマニュ
アルの公開（R2）

訪日外国人の診療価格
算定マニュアルの公開

（R1)

外国人患者を受け入れる医療機関リストの整備・定期的な更新（H30～）

医療通訳養
成支援（H29）

通訳機能等を備えたタブレット端末の整備（R1）

改訂した自治体向けマ
ニュアルの公開（R3）

改訂した医療機
関向けマニュア
ルの公開（R2）

多言語説明資料
の改訂（H29)

外国人患者受入れ医療
機関の施設整備（H28）

医療通訳認証の実用化に関する研究（H29～R1） R1～ 医療通訳認証制度（国際臨床医学会が実施）

入管庁と連携し、医療費不払のある訪日
外国人に対する入国審査の厳格化に向
けた取組（R2～）

医療と観光の連携を通じた外国人受入れについての調査（観光庁予算）（R1～）

改訂した医療機関向け
マニュアルの公開（R3）

医療通訳の認証のあり
方に関する研究（H28）

外国人患者の受入環境整備に関する研究（H30～R2）・
感染症の国際的流行等を踏まえた外国人患者の受入れ環境整備に向けた研究（R3)

※年号は年度を表しています



外国人患者受入環境整備に関する厚生労働省の取組

医療機関の整備 地域の受入体制強化

■ 各地域の拠点的な医療機関（※）の整備
• 医療通訳者・外国⼈患者受入れ医療コーディネー

ターの配置支援等

■ 医療通訳の質の向上
• 医療通訳育成カリキュラム・テキストの作成 等

■ 多⾔語の診療申込書等の公開
• 5か国語（英・中・韓・ｽﾍﾟｲﾝ・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ）で作成

■ 外国⼈患者受入のための医療機関向けマニュアルの
整備・公開

■ 希少⾔語に対応した遠隔通訳サービスの提供

■ 外国⼈患者受入れ医療コーディネーター養成研修の
実施

■ 地域の外国⼈患者受入体制等を協議する場の設置
• 各都道府県の課題の協議等を⾏う分野横断的な関係
者による協議会の設置・運⽤を支援

■ 医療機関向けのワンストップ相談窓口の設置
• 都道府県による医療機関向けの平日相談窓口の設置
を支援

■ 夜間休日ワンストップ窓口の運営
• 都道府県の平日相談窓口を補完するため、国におい
て夜間・休日に係る医療機関向けの相談窓口を設置

■ 電話通訳の団体契約の利⽤促進
• 団体契約を通じ電話医療通訳の利⽤促進を図る

■ 地方自治体のための外国⼈受入環境整備に関するマ
ニュアルの整備・公開

※ 各都道府県により「外国⼈患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選定。ホームページ等で情報提供。（JNTOサイトでは多⾔語でも検索可）

 政府が取りまとめた「外国⼈材の受入れ・共生のための総合的対応策」（外国⼈材の受入れ・共生に関す
る関係閣僚会議、平成30年12月25日）、「訪日外国⼈に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」
（訪日外国⼈に対する適切な医療等の確保に関するWG、平成30年6月14日）を踏まえ、厚生労働省は外国
⼈患者が安心して受診できる環境整備の支援を進めている。



医療通訳者・外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業

「外国⼈患者を受け入れる拠点的な医療機関」※の機能を強化するため、医療機関にお
ける多⾔語対応を可能とする体制及び医療機関内における一連の⼿続きをサポートでき
る体制の構築支援等を⾏う。

※外国⼈患者を受け入れる拠点的な医療機関
「「外国⼈患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出及び受入体制に係る情報の取りまとめについて（依頼）」（平成31年3月26日付け医政総発0326第3号、観参発800号）
に基づき選出された医療機関

これまでの実績事業内容

補助事業者
（事務局）

間接補助事業者（拠点的な医療機関）の取組

 医療通訳者の配置
 外国⼈患者受入れ医療コーディネーターの配置
 拠点的な医療機関としての取組み
（例）
 周辺医療機関における外国⼈患者受入れ対応に関するサポート活動
 周辺医療機関の外国⼈患者受入れ体制向上のための支援・啓蒙活動

報告 定額補助

間接補助事業者
（拠点的な医療機

関）

厚生労働省

周辺医療機関へのサポート

H26年度︓
10医療機関

H27年度︓
19医療機関

H28年度︓
27医療機関

H29年度︓
35医療機関

H30年度︓
31医療機関

令和元年度︓
25医療機関

令和２年度︓
21医療機関

令和３年度︓
実施中

補助事業者（事務局）の役割

 間接補助事業者の選定（10箇所〜程度）
 拠点的な医療機関が医療通訳者及び外国⼈患者受入れ医療コーディネー

ターを配置する経費の支援
 拠点的な医療機関の体制整備（周囲の医療機関への知⾒共有や連携を含

む）支援
 拠点的な医療機関で得られた好事例や効果測定データ等の収集・分析及び

活⽤
 拠点的な医療機関の体制整備を支援する目的で、診察時の患者向け説明資

料や同意書等の標準翻訳資料等に関する情報提供や使⽤に関する助⾔ 等
報告 1/2補助



団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業

電話による医療通訳は、対面通訳と⽐べて、①即時性がある、②対応可能な地域が限定
されない、③対応可能な⾔語の幅が広い等の特徴があるなど、利便性が高い部分もある
ものの、医療機関における認知度はまだ⼗分でない。

電話医療通訳の団体契約を通じ、その利便性に対する医療機関の認識を広めることで、
電話医療通訳の利⽤を促進する。

とりまとめ団体1)は以下を実施。

①電話医療通訳サービス
提供事業者との間で、
一括して電話医療通訳の利用に
係る契約を行う（団体契約）。

②管下の医療機関に対して
電話医療通訳に関する周知を
行い、サービスを利用したい
参画医療機関の募集等を行う。

③適宜、医療機関がトラブルなく
電話医療通訳を利用・運用できているか
フォローアップを行う。

④厚生労働省へ実績報告する。

事業内容

実績

令和２年度採択団体：大阪府、静岡県、（公財）三重県国際交流財団ほか

とりまとめ団体
電話医療通訳

サービス提供事業者

・電話回線による通訳

地方公共団体
病院団体
医師会等

電話医療通訳
サービスの周知・
浸透を図り、外国
人患者の医療機
関へのアクセス
向上を実現。

①団体契約

（とりまとめ団体管下の）
医療機関

厚生労働省

補助率：1/2



希少言語に対応した遠隔医療通訳サービス
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⺠間サービスが少なく、通訳者を確保することが難しい希少⾔語に対応可能な遠隔通訳
サービスを国が提供

受益者負担の観点から利⽤料⾦を徴収。（徴収先は医療機関だが、医療機関は患者に請
求が可能）

〔提供⾔語〕タイ語、マレー・インドネシア語、タミル語、ベトナム語、フランス語、ア
ラビア語、タガログ語、ドイツ語 等

〔利⽤料⾦〕最初の10分間は1,500円、以降5分あたり500円（通話料は利⽤者負担）
〔対象機関〕全ての医療機関

Sila menjaga diri sendiri
Mangyaring alagaan ang iyong sarili

Выздоравливайте

委託

外国⼈材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和３年度改訂）
（令和３年6月15日外国⼈材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）

○医療機関における多⾔語対応のため、 外国⼈患者等の受益者の適切な費⽤負担の下 、電話通訳の利⽤促進を図り、
全ての医療機関 における外国語対応を推進する。（略）《施策番号57》



11https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00010.html



12https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00009.html



外国人患者受入れ医療コーディネーター養成研修
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医療機関の外国⼈患者受入対応能⼒向上のため、外国⼈患者受入れ医療コーディネー
ターの養成研修を実施

「外国⼈患者を受け入れる拠点的な医療機関」に勤務（予定を含む）する職員を対象。
〔講義内容〕・外国⼈患者受入れ体制整備と外国⼈患者受入れ医療コーディネート業務

・日本⼈患者と外国⼈患者の受入れの違い
・よくあるトラブル事例の検討グループワーク

外国⼈患者受入れ医療コーディネーターとは・・・
院内外において、外国⼈患者や家族への支援、医療従事者の支援、未収⾦等のトラブル回避及び対応、多⾔語対応の⼿
配など、外国⼈患者を安全かつ円滑に受け入れるための調整を⾏い、医療通訳者や医療従事者が活動しやすいようサ
ポートを⾏う者。

外国⼈患者受入れ医療コーディネート機能
①患者や家族とのコミュニケーション支援

例）院内外の通訳者のアレンジ、自身による通訳等
②院内の部署・職種間の連携・調整

例）医療費支払いに関する医事課との調整、海外への搬送に関する担当医師との調整等
③日本⼈患者と同様に発生する外部との連携・調整

例）地域の医療機関への紹介、転院調整、保健所や役所との調整等
④外国⼈患者特有に発生する外部との連携・調整

例）海外旅⾏保険会社とのやりとりや⼿続き等
⑤体制整備のための院内外での情報収集

例）外部勉強会への参加、院内スタッフへのアンケート調査、個別ケースで生じた課題の記録等



都道府県単位の外国人患者受入体制整備の重要性
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 外国⼈患者の受入体制に係るニーズやリソースは都道府県ごとに異なり、優先課題も⼤きな
ばらつきがある。

 単独医療機関で増加を続ける外国⼈を受け入れるのは現実的に困難な例が多く、医療機関に
対する支援とともに、地域での受入体制整備が重要。

協議の場

消防（救急）

医療

観光

国際交流協会

多文化共⽣
⾏政

医療機関

医療通訳団体

⾏政

医師会・病院団体

観光協会

宿泊関連業者 ⾏政

⾏政

都道府県



都道府県単位の医療・観光等連携ワンストップ対応に対する支援
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協議の場
消 防（救急）

医療

観光

国際交流協会

多文化共⽣
⾏政

医療機関

医療通訳団体

⾏政

医師会・病院団体

観光協会

宿泊関連業者 ⾏政

⾏政

海外の保険会社、出入国在
留管理局、⼤使館などの⼿

続きを確認したい︕

⼿持ちの⽇本円がないらしく、未収⾦に
なってしまうのではないかと心配だ。

どうしたらいいだろう︖

都道府県

都道府県窓口（平日・日中対応）

地域の実態把握や課題の協議・体制整備方針策定等

国窓口（夜間・休日対応）

委託

都道府県に、地域の課題の協議等を⾏う業界分野横断的な関係者による協議会を設置し、
実態の把握・分析や受入医療機関の整備方針の協議、リスト作成と関係者への周知、地域
の課題の協議などを⾏う。

都道府県に、医療機関等から寄せられる様々な相談に対応できるワンストップ窓口を設置。
補助先︓都道府県 補助率︓１／２

都道府県に設置されるワンストップ窓口を補完するため、国において夜間・休日の対応を
⾏う窓口を設置（委託事業）



医療機関における外国人対応に資する夜間・休日ワンストップ窓口



医療機関向け・自治体向けマニュアル

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000
173230_00003.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ken
kou_iryou/iryou/newpage_00005.html

平成30年度〜令和２年度厚生労働⾏政推進調査事業費補助⾦（政策科学総合研究事業（政
策科学推進研究事業））「外国⼈患者の受入環境整備に関する研究」において作成された
マニュアルを公開



医療通訳育成カリキュラム・テキスト

• 医療通訳者や通
訳者団体より、
「医療通訳者を育
成するにあたり、
カリキュラムやテ
キストがあった方
がよい」との声

• 「医療通訳育成カ
リキュラム基準」
は、「医療通訳育
成カリキュラム改
訂方針委員会」が、
「医療通訳テキス
ト」は「執筆委員
会」が執筆。厚生
労働省は、作成に
際して補助。

作成の経緯

教育項目 教育内容 単位数
(1単位=90分)

１．通訳理論と技術
（１）医療通訳理論 5以上
（２）通訳に必要な通訳技術 5以上
（３）通訳実技 10以上

２．倫理と
コミュニケーション

（１）専門職としての意識と責任（倫理） 4以上
（２）患者の⽂化的および社会的背景についての理解 1以上
（３）医療通訳者のコミュニケーション⼒ 5以上

３．医療通訳に必要な知識
（１）医療の基礎知識 16以上
（２）日本の医療制度に関する基礎知識 3以上
（３）医療通訳者の自⼰管理 1以上

合計 50以上

第１部
通訳理論と技術

１．医療通訳理論

１－１ 通訳理論
１－２ 対話通訳と相互通訳
１－３ 質の高い通訳とは（サービスとしての医療通訳）
１－４ 医療通訳者の役割

２．通訳に必要な通訳技術

２－１ ⺟語と第⼆⾔語の習得
２－２ 通訳に必要な通訳技術
２－３ 逐次通訳とは
２－４ 逐次通訳の前提となる能⼒強化の演習
２－５ ノートテイキングの理論と技術
２－６ 逐次通訳演習⽤例⽂
２－７ 情報の収集方法 ( ⽤語集の作成と情報収集）

第２部
倫理と

コミュニケーション

３．専門職としての意識と
責任（倫理）

３－１ 医療倫理
３－２ 患者の権利
３－３ 医療通訳者の⾏動規範（職業倫理）
３－４ 倫理演習

4. 患者の⽂化的および
社会的背景についての理解

４－１ 日本に暮らす外国⼈の現状
４－２ 外国⼈医療の現状
４－３ 外国⼈の在留資格と滞在ビザ

5. 医療通訳者の
コミュニケーション⼒

５－１ コミュニケーション
５－２ 異⽂化コミュニケーション
５－３ 患者・医療従事者間の関係とコミュニケーション
５－４ 患者との接し方
５－５ 健康や医療、コミュニケーションに関する⽂化的・社会
的違い
５－６ 医療通訳者の⽂化仲介

第３部
通訳実技 ６．通訳実技

６－１ 医療通訳業務の流れと対応
６－２ 通訳者の⽴ち位置とその影響
６－３ 非⾔語コミュニケーションの効果的活⽤
６－４ 通訳パフォーマンスの評価（総合評価）
６－５ 場面別模擬通訳演習

医
療
通
訳
育
成
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訳
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カリキュラム・テキストの概要

カリキュラム・テキストは
厚生労働省のウエブサイ
トに掲載してありますので、

参考としてください

https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya
/0000056944.html



外国人向け多言語説明資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/setsumei-ml.html

平成25年度「医療機関における外国⼈患者受入れ環境整備事業」において、一般財団法⼈
日本医療教育財団が作成、平成29年度に同財団が改訂

5ヶ国語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語）、52種類を作成。
利⽤者の⽤途に合わせた使い方ができるよう、加工・編集可能なWord版（一部Excel版）

を掲載
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厚生労働省では、外国⼈患者が安心して受診できるよう、医療機関の受入れ環
境整備を進めており、引き続き現場のニーズや課題を踏まえて支援を実施して
いく予定である

医療機関の整備 地域の受入体制強化

■ 各地域の拠点的な医療機関（※）の整備
• 医療通訳者・外国⼈患者受入れ医療コーディネー

ターの配置支援等

■ 医療通訳の質の向上
• 医療通訳育成カリキュラム・テキストの作成 等

■ 多⾔語の診療申込書等の公開
• 5か国語（英・中・韓・ｽﾍﾟｲﾝ・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ）で作成

■ 外国⼈患者受入のための医療機関向けマニュアルの
整備・公開

■ 希少⾔語に対応した遠隔通訳サービスの提供

■ 外国⼈患者受入れ医療コーディネーター養成研修の
実施

■ 地域の外国⼈患者受入体制等を協議する場の設置
• 各都道府県の課題の協議等を⾏う分野横断的な関係
者による協議会の設置・運⽤を支援

■ 医療機関向けのワンストップ相談窓口の設置
• 都道府県による医療機関向けの平日相談窓口の設置
を支援

■ 夜間休日ワンストップ窓口の運営
• 都道府県の平日相談窓口を補完するため、国におい
て夜間・休日に係る医療機関向けの相談窓口を設置

■ 電話通訳の団体契約の利⽤促進
• 団体契約を通じ電話医療通訳の利⽤促進を図る

■ 地方自治体のための外国⼈受入環境整備に関するマ
ニュアルの整備・公開

※ 各都道府県により「外国⼈患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選定。ホームページ等で情報提供。（JNTOサイトでは多⾔語でも検索可）
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ご静聴誠にありがとうございました

施策の詳細は当室HPを参照下さい

「厚生労働省 医療の国際展開」で検索

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/index.html




